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税務訴訟資料 第２７０号－５８（順号１３４１８） 

東京高等裁判所 令和●●年（○○）第●●号 法人税更正処分等取消請求控訴事件 

国側当事者・国（麻布税務署長事務承継者渋谷税務署長） 

令和２年６月２４日棄却・上告受理申立て 

（第一審・東京地方裁判所、平成●●年（○○）第●●号、平成●●年（○○）第●●号、平成●

●年（○○）第●●号、令和元年６月２７日判決、本資料２６９号－６３・順号１３２８６） 

   判     決 

控訴人         国 

同代表者法務大臣    三好 雅子 

処分行政庁      麻布税務署長事務承継者 

            渋谷税務署長 

            松本 真也 

指定代理人       別紙１代理人等目録記載１のとおり 

被控訴人        Ａ合同会社 

同代表者代表社員    Ｂ 

職務執行者       甲 

同訴訟代理人弁護士   別紙１代理人等目録記載２のとおり 

同補佐人税理士     別紙１代理人等目録記載３のとおり 

   主     文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

   事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 被控訴人の請求をいずれも棄却する。 

第２ 事案の概要（略称・用語は、新たに定義するもののほか、原判決のものを用いる。） 

１ フランス法人を究極の親会社とするグループ法人に属し、音楽事業を目的とする日本法人で

あって、法人税法２条１０号の「同族会社」に当たる被控訴人は、本件各事業年度（平成２０

年１２月期～平成２４年１２月期）に係る法人税の確定申告において、当該グループ法人に属

する外国法人からの本件借入れに係る支払利息（本件利息）の額を損金の額に算入して申告し

たところ、麻布税務署長（処分行政庁）は、本件利息の損金算入は被控訴人の法人税の負担を

不当に減少させるものであるとして、法人税法１３２条１項に基づき、その原因となる行為を

否認して被控訴人の所得金額を加算し、本件各事業年度に係る法人税の各更正処分（本件各更

正処分）及び平成２０年１２月期を除く各事業年度に係る過少申告加算税の各賦課決定処分

（本件各賦課決定処分。これらと本件各更正処分とを併せて「本件各更正処分等」）をした。 

本件は、被控訴人が、本件借入れは被控訴人を含むグループ法人の組織再編の一環として行
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われた正当な事業目的を有する経済的合理性がある取引であり、本件各更正処分等は法人税法

１３２条１項の要件を欠く違法な処分であると主張して、控訴人（国）を相手に、本件各更正

処分等の取消しを求める事案である。 

２ 原審は、被控訴人の請求をいずれも認容したところ、控訴人が控訴した。 

３ 関係法令の定め、前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は、後記４のとおり

当審における当事者の補充主張を付加し、次のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理

由」中「第２ 事案の概要等」１、３から５までに記載のとおりであるから、これを引用する。 

（１）原判決４頁１５行目末尾に改行して次のとおり加える。 

「Ｄは、会社法上の株式会社であり、取締役会設置会社、監査役設置会社、会計監査人設

置会社であった（乙２）。」 

（２）原判決６頁１０行目の「Ｒ」の次に次のとおり加える。 

「Ｒ ＧＭＢＨ」 

（３）原判決６頁２６行目の末尾に次のとおり加える。 

「なお、Ｗは、昭和６２年に設立された①音楽著作権及び映像著作権の管理、②書籍、雑

誌及び楽譜の企画、編集、発行等を目的とする会社法上の株式会社であり、取締役会設

置会社、監査役設置会社であった（甲１５）。」 

（４）原判決７頁８行目末尾に次のとおり加える。 

「なお、Ｅは、昭和４０年に設立された作詞家・作曲家の著作権、又は実演家の著作隣接

権、出版権、翻訳権の取得及び譲渡・使用許諾並びに利用及び出版に関する業務等を目

的とする会社法上の株式会社であり、取締役会設置会社、監査役設置会社であった（甲

１６）。」 

（５）原判決７頁１６行目末尾に次のとおり加える。 

「なお、Ｚは、会社法上の株式会社であった（乙２９、弁論の全趣旨）。」 

（６）原判決１７頁１４行目の「麻布税務署長は」の次に次のとおり加える。 

「、本件借入れ及び本件利息の計上は経済的合理性が認められず、本件利息の損金算入を

容認した場合には、法人税の負担を不当に減少させる結果となるものと認められるとし、

法人税法１３２条１項に基づき、本件利息をＫに対する寄附金に該当するものとして、

平成２０年１２月期から平成２２年１２月期までの各事業年度に係る所得金額を計算

し」 

（７）原判決１７頁１７行目の「をした」の次に「（甲４～６）」を加える。 

（８）原判決１８頁６行目の「麻布税務署長は」の次に次のとおり加える。 

「、本件一連の行為は経済的合理性が認められず、これを容認した場合には、本件利息の

損金算入により法人税の負担を不当に減少させる結果となるものと認められるとし、法

人税法１３２条１項に基づき、本件借入れ及び本件利息をなかったものとして、平成２

３年１２月期の事業年度に係る所得金額を計算し」 

（９）原判決１８頁８行目の「をした」の次に「（甲１１９）」を加える。 

（10）原判決１８頁２０行目の「第２事件第１回口頭弁論期日」を「原審第２事件第１回口頭弁

論期日」に改める。 

（11）原判決１９頁２行目の「麻布税務署長は」の次に次のとおり加える。 

「、本件一連の行為は経済的合理性が認められず、これを容認した場合には、本件利息の
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損金算入により法人税の負担を不当に減少させる結果となるものと認められるとし、法

人税法１３２条１項に基づき、本件借入れ及び本件利息をなかったものとして、平成２

４年１２月期の事業年度に係る所得金額を計算し」 

（12）原判決１９頁３・４行目の「をした」の次に「（甲１９０）」を加える。 

（13）原判決１９頁１４行目冒頭から同頁１６行目末尾までを次のとおり改める。 

「（１）法人税法１３２条１項にいう「その法人の行為又は計算」（以下、この要件を「行

為・計算要件」という。）で、「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる

結果となると認められるもの」（以下、この要件を「不当性要件」という。）の該当性 

（14）原判決別紙２について次のとおり補正する。 

ア 原判決６５頁の「平成２３年１２月期賦課決定処分」の項の「内容」欄の「平成２２

年１２月期」を「平成２３年１２月期」に改める。 

イ 原判決６６頁の「目的②」、「目的④」、「目的⑤」、「目的⑦」の項の各「内容」欄の

「日本法人」を「日本の関連会社」にそれぞれ改める。 

ウ 原判決６６頁の「目的⑥」の項の「内容」欄を次のとおり改める。 

「業務系統と資本系統の統一を図ることにより経営を合理化・効率化すること（以下、

「目的⑥〔前半〕」という。）、及びＸの余剰資金を減少させること（以下「目的⑥〔後

半〕」という。）」 

エ 原判決６８頁の「本件組織再編取引」の項の「内容」欄の「、本件増資」を削る。 

（15）原判決別紙７（原判決７５頁）の「摘要」欄の「Ⓓ」を「Ｗ」に改める。 

（16）原判決別紙８について次のとおり補正する。 

ア 原判決７８頁９行目の「取引」の次に「（独立当事者間の通常の取引）」を加える。 

イ 原判決９６頁８行目の「仮に予備的主張２を前提としても」の次に次のとおり加える。 

「、本件借入れの経済的合理性の有無を判断するに当たっては、本件再編成等スキーム

の内容や本件再編成等スキームに基づいて本件借入れと一体的に行われた本件設立、本

件増資、本件買収及び本件合併等、本件借入れに係る周辺事情、関連事情をも踏まえて

判断すべきであるから」 

ウ 原判決９７頁１６行目、同９８頁６行目、同１０４頁９行目、１０行目、１３行目、

１５行目、１８行目及び２３行目の「日本法人」を「日本の関連会社」にそれぞれ改め

る。 

エ 原判決１０７頁１１行目、１３行目、同１０８頁３行目の「日本法人」を「日本の関

連会社」に、同頁１１行目の「日本法人を」を「日本の関連会社を」に、同頁１１・１

２行目の「日本法人と英国法人との間の」を「日本の関連会社と上記英国法人との間

の」に、それぞれ改める。 

４ 当審における当事者の補充主張 

当審における当事者の補充主張は、本判決別紙２のとおりである。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も、被控訴人の請求はいずれも理由があるから認容すべきであると判断する。その

理由は、次のとおりである（なお、以下の説示において、括弧書きで引用した前提事実又は認

定事実は、本判決による補正後のものである。）。 

２ 認定事実 
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認定事実は、当審における当事者の補充主張を踏まえて、次のとおり補正するほかは、原判

決の「事実及び理由」中「第３ 当裁判所の判断」１に記載のとおりであるから、これを引用

する。 

（１）原判決２１頁１５・１６行目の「Ⓔ」を「ｒ」に改める。 

（２）原判決３０頁１行目末尾に改行して次のとおり加える。 

「（５）本件組織再編取引等に至る経緯及び実行状況 

ア Ｃグループは、ｆとの合併によりＭグループ（Ｍ部門）を擁することになった平

成１２年（２０００年）以降、企業買収を繰り返して複数の音楽会社グループを傘

下に組み入れる一方、Ｍ部門の子会社数の増加やグループ内の資本関係の複雑化に

対応するため、１つの国に１つの持株会社（統括会社）を設置し、その傘下に事業

会社等を所属させ、法人数を減らすとともに、各国の会社に適切なレベルの負債を

配分する（各国のグループ内で資本と負債のバランスを適正にする）との基本方針

の下で、法人数を減らすとともに資本関係を整理するための組織再編を行っていた

（認定事実（１）イ～エ）。 

イ 平成１８年（２００６年）１月、Ｄが、Ｌとの間で本件ＣＭＳ合意をし、これに

基づいてＬを介してＣに円余剰資金を預け入れたこと等から、Ｃグループは、同年

４月頃、上記円余剰資金に起因する純投資リスクを解消すること等の財務上の目的

のため、日本においてヘッジを行うことを検討した（認定事実（２）ウ、甲９６、

１１６）。 

ウ 平成１８年（２００６年）９月から平成１９年（２００７年）９月までの間に行

われたＣグループによる企業買収により、音楽出版会社であるＷ（日本法人）がＶ

（Ｕの完全子会社であるオランダ法人）の完全子会社となり、Ｚ（日本法人）がＩ

（Ｕの完全子会社である英国法人）の間接の完全子会社となった。これにより、Ｍ

部門は、日本において、異なる親会社と資本関係を有する本件各日本法人（Ｄ、Ｗ、

Ｚ）を有し、２つの音楽出版会社（Ｅ（Ｄの子会社）、Ｗ）を有することになった

（前提事実（１）・（２）、認定事実（１）ウ）。 

また、Ｍ部門のオランダ法人（Ｑ、Ｕ等）は、企業買収等のための資金の借入れ

により、平成１７年（２００５年）及び平成１８年（２００６年）に負債が急激に

増加し、平成１９年（２００７年）における法人の企業間負債は３４億ユーロを超

える状態（このうち約３１億ユーロは、Ｑ又はＵのＬ又はＫに対する負債であ

る。）となり、Ｑ及びＵにおいては支払利息が営業利益を上回る状態にあった（認

定事実（１）ウ、同（４）、甲７６〔別紙３〕）。 

エ Ｃグループは、平成２０年（２００８年）７月２３日付けで、要旨次の（ア）・

（イ）の記載がある「ｇグループインターナショナル ジャパン リストラクチャ

リング〔日本組織再編〕」と題する書面（乙１５）を作成し、遅くとも同日までに、

本件８つの目的（次の（ア）①～⑧と同旨の目的）を達成するため、要旨次の

（イ）のような手順で本件組織再編取引等を行う計画（本件再編成等スキーム）を

策定した（甲７６、９６、乙１５）。 

（ア）再編成の目的 

① オランダの借入金のレベルを減少させるための資金を調達すること。 
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② 日本における会社関係を１つの会社の傘下にまとめること。 

③ 日本における音楽出版会社を１つの法人にまとめること。 

④ 日本から円余剰資金を移転させ、Ｃが為替リスクのヘッジをすることなく、

ユーロ市場での投資活動を可能ならしめること。 

⑤ 日本の資本構造に借入金を発生させること。 

⑥ （配当制限のある英国から余剰資金を移転させ、また、その資本構造を英国

の役員による経営管理体制に適合させるため）日本のオペレーションを英国管

轄下に置くこと。 

⑦ 米国税制の観点から柔軟性を有する日本の企業体を活用すること。 

⑧ 現在検討中で将来起こり得る可能性のある第三者の日本の音楽企業の買収と、

Ｍグループの音楽企業との結合に対応すること（交渉の完了とデューディリジ

ェンスが必要である。）。 

（イ）再編成のステップ 

① ステップ１ 

Ｉは、１億５２５０万ユーロを出資してオランダに持株会社を設立し、当

該持株会社は１億５２５０万ユーロを出資して日本に持株会社（以下「Ⓕ」

という。）を設立する。その後、Ⓕは、最小限の資本で新たな日本の持株会社

（以下「Ⓖ」という。）を立ち上げる。 

Ⓕは、１億５２５０万ユーロを取得して、オランダの持株会社の１００％

子会社となり、かつ、Ⓖの１００％親会社となる。 

② ステップ２ 

Ⓕは、Ｋから６億ユーロを借り入れ、ステップ１の出資金と合わせた資金

から７億５０００万ユーロをＨに支払い、Ｄ株式を譲り受ける。Ｋは、この

ステップにおいて必要な資金をＣからの借入れを通じて獲得し、この借入れ

はⒻからＫへの借入金の返済と同じ条件で実行される（ステップ２ａ）。 

Ｈは、グループ上流のオランダ関係会社の債務を返済するため、当該ステ

ップで受け取る７億５０００万ユーロの譲渡収入を当該関係会社に還流する

（ステップ２ａ）。 

Ⓕは、Ｈから７５０万ユーロを借り入れ、当該借入資金と合わせて１００

０万ユーロをオランダ法人であるＶに支払い、Ｗ株式を譲り受ける。Ｋは、

このステップにおいて必要な資金をＣからの借入れを通じて獲得し、この借

入れはⒻからＫへの借入金の返済と同じ条件で実行される（ステップ２ｂ）。 

Ｖは、グループ上流のオランダ関係会社の債務を返済するために、当該ス

テップで受け取る１０００万ユーロの譲渡収入を当該関係会社に還流する

（ステップ２ｂ）。 

Ⓕは、１ユーロをＹに支払い、Ｚ株式を譲り受ける（ステップ２ｃ）。 

③ ステップ３ 

Ⓕは、Ｄを吸収合併し、ステップ２ａ及びステップ２ｂで負うことになっ

たＫに対する債務のうち、１億５０００万ユーロを、Ｄの有していた余剰資

金から返済する。 
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④ ステップ４ 

Ｅ及びＷは、Ⓖに吸収合併され、Ⓖが存続会社となる。 

⑤ ステップ５ 

Ⓕは、Ｋから借り入れた資金を元に、ターゲット企業の公正市場価格を同

企業の株主に支払い、ターゲット企業の発行済み全株式を譲り受ける。日本

の過小資本税制に適合させるべく、ⒻがＫに対して負っている債務の２５％

の返済を行うという目的で、Ⓕの株主からⒻに対し資本払込みが行われる

（起こり得るステップ５ａ）。 

Ⓕは、ターゲット企業を吸収合併する（起こり得るステップ５ｂ）。 

オ Ｂ（Ｉ（英国法人）が設立した完全子会社）は、平成２０年１０月●日、完全子

会社として、被控訴人を資本金２００万円により設立した（前提事実（４）ア）。

被控訴人の定款には、①被控訴人の業務は、業務を執行する社員が決定する、②被

控訴人の業務を執行する社員は、Ｂとする旨の定めがある（甲２７）。 

カ 被控訴人は、本件設立後、本件ＣＭＳ合意と同様の内容によりＣグループのＣＭ

Ｓに参加し（認定事実（２）オ）、被控訴人の業務執行社員であるＢ（当時の職務

執行者はⒽ（以下「Ⓗ」という。））が、遅くとも平成２０年１０月２８日までに、

次の点を承認した（甲９、２７、２９、７３、７６）。なお、Ｍの依頼に基づいて

同月２４日までに実施されたⒶ株式会社によるＤの株式価値算定分析（乙１９）に

おいては、同年８月３１日時点におけるＤ株式の評価額の総額は１１４４億１９０

０万円とされた（前提事実（４）エ（ア）、乙１９）。 

① 本件増資 

② 本件借入れ（２０年の返済期間は、被控訴人の平成２０年度の税引き後利益の

予想に基づき、本件借入れのうち、３００億円は期限前返済した上、残額は被控

訴人が事業により稼得する利益を原資として１５年６か月で返済できるとの試算

をして決定された。） 

③ Ｄ、Ｗ及びＺの株式取得 

キ Ｄは、平成２０年１０月２９日、取締役会を開催し、被控訴人に対するＤ株式の

譲渡の承認等を決議した（乙３５）。 

ク 被控訴人は、平成２０年１０月２９日、Ⓗ外２名出席の下、マネジメント・コミ

ッティー（ＭＡＮＥＧＥＭＥＮＴ ＣＯＭＭＩＴＴＥＥ。経営委員会）を開催し、

次のとおり決議した（末尾括弧内の記載は、その決議がされた時刻である。）。 

① 被控訴人がマネジメント・コミッティーを置き、その経営に関するすべての重

要事項につき審議及び決定を行う旨の業務執行規程（乙３７）の採択（同日午前

９時５８分～午前１０時００分） 

② 本件増資及びこれに伴う定款変更等（同日午前１１時００分～午前１１時０２

分） 

③ 本件借入れ（同日午前１１時０２分～午前１１時０４分） 

④ Ｄ株式、Ｗ株式、Ｚ株式の各取得（同日午前１１時０４分～午前１１時０６

分） 

ケ 被控訴人は、平成２０年（２００８年）１０月２９日、次の各行為をした。 
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① Ｂから２９５億円の追加出資（本件増資）を受け、Ｋから（ＫがＣから借り入

れた）８６６億６１３２万円の本件貸付け（本件借入れ）を受けた（前提事実

（４）イ・ウ）。 

② 本件借入れと本件増資による出資金を原資として、同日、本件買収（Ｄ株式を

代金１１４４億１８００万円で取得）、本件Ｗ買収（Ｗ株式を代金１４億６９０

０万円で取得）及び本件Ｚ買収（Ｚ株式を代金２０００ポンド（３２万円）で取

得）を行った（前提事実（４）エ～カ）。 

③ 上記①・②の資金面に関する取引（本件財務関連取引、本件資金決済）を行っ

た（前提事実（５）・（６））。 

なお、本件財務関連取引は、ＣグループのＣＭＳ（資金集中管理制度）に基づ

き、上記①・②の各取引に関する資金決済に加え、グループ法人間の貸借等に関

する資金決済を併せて実施されたものである（甲７６〔別紙４〕）。Ｃは、本件財

務関連取引の結果、本件ユーロ・円通貨スワップ取引及び本件ポンド・ユーロ通

貨スワップ取引を終了させ、円とユーロの金利差によって生じる年間約８００万

ユーロの手数料等を支払う必要がなくなり、上記の円資金の代わりにユーロ資金

を保有することができることとなった（甲７６、乙６１）。 

コ 被控訴人は、平成２０年１１月●日、その完全子会社として、ｂ（ｂ合同会社）

を設立し（本件ｂ設立）、平成２１年１月、Ｄの吸収合併（本件合併）をした（前

提事実（４）キ・ク）。 

サ ｂは、平成２１年７月●日、Ｅ及びＷの吸収合併（本件ｂ合併）をした（前提事

実（４）ケ）。」 

（３）原判決３０頁２行目の「（５）」を「（６）」に改める。 

（４）原判決３１頁６行目の「（６）」を「（７）」に、同頁１６行目及び同頁１８行目の「負債を

負担させる」を「債務を負担させる」にそれぞれ改める。 

（５）原判決３１頁１９行目の「（７）」を「（８）」に改める。 

３ 事実認定の補足説明 

前記２の認定事実に関する事実認定の補足説明は、当審における当事者の補充主張を踏まえ

て、次のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」中「第３ 当裁判所の判断」２に

記載のとおりであるから、これを引用する。 

（１）原判決３２頁１３行目冒頭から同頁１４行目末尾までを次のとおり改める。 

「３ 事実認定の補足説明 

（１）認定事実（２）エ・カ（Ｃのヘッジポリシー等）について控訴人は、Ｃが為替リ

スクのヘッジを行うポリシーを有し、実際に為替リスクのヘッジのために通貨スワッ

プ取引をしていたと認める客観的証拠はない旨を主張する。 

しかし、認定事実（２）エ・カに沿う乙陳述書（甲７６、９６）の記載部分は、具

体的かつ詳細であり、他の証拠（甲２０～２２）や当事者間に争いのない事実等（な

お、平成２０年１０月の本件財務関連取引前にＸが約２億ポンドの余剰資金を有して

いた事実は、控訴人が被控訴人の主張事実を自認していたものである。）と整合する

こと、上記記載部分の信用性を否定すべき的確な証拠もないことに照らすと、控訴人

の指摘する点をしんしゃくしても、その信用性は十分である。 
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したがって、控訴人の上記主張は採用できない。 

（２）認定事実（５）（本件８つの目的と本件再編成等スキーム）について」 

（２）原判決３４頁１９行目の「となっていた。（認定事実（１）イ、ウ）。」を「となっていた

（前提事実（１）イ、オ、認定事実（１）イ、ウ）。」に、同３６頁２行目の「負債を負わせ

ること」を「債務を負わせること」にそれぞれ改める。 

（３）原判決３７頁６・７行目の「世界各国のグループ法人」を「Ｍ部門の各国のグループ法

人」に、同頁１２行目の「チェック・ザ・ボックス規則が適用され、」を「チェック・ザ・

ボックス規則により」に改め、同頁１６行目の「場合には」の次に「、会社法上」を加え、

同頁１７行目の「社員間の合意で業務執行を行い得るなど、」を「社員は、定款に別段の定

めがある場合を除き、その過半数の決定をもって、会社の業務を執行することができ（常務

については、各社員が単独で行うことができる。）、業務を執行する社員が会社を代表すると

されるなど、株式会社との対比において」に改める。 

（４）原判決３７頁２６行目の冒頭から同３８頁１３行目末尾までを次のとおり改める。 

「ウ 次に、Ｃグループが策定した本件再編成等スキーム及びこれに基づいて実行された

本件組織再編取引等が、乙陳述書等の説明にある本件８つの目的を達成するためのもの

といえるか否かについて、検討する。」 

（５）原判決３８頁１４行目の「ア」を「（ア）」に、同頁１５行目の「（前提事実（４）、（５）、

甲７６、乙１５）」を「（掲記の前提事実のほか、全体につき、甲７６、９６、乙１５、６

１）」にそれぞれ改める。 

（６）原判決３８頁１６行目の「（ア）」を「ａ」に改め、同行目から同３９頁１行目までの次の

各点を次のとおり補正する。 

ア 原判決３８頁１６行目の「Ｉの完全子会社として」を「Ｉは、その完全子会社とし

て」に改める。 

イ 原判決３８頁１７行目の「Ｂの完全子会社として」を「Ｂは、その完全子会社とし

て」に改める。 

ウ 原判決３８頁１８行目の「（本件設立）」を「（本件設立。前提事実（１）エ・カ、同

（４）ア）。本件設立の際、被控訴人の定款には、①被控訴人の業務は、業務を執行する

社員が決定する、②被控訴人の業務を執行する社員は、Ｂとする旨が定められた」に改

める。 

エ 原判決３８頁１９行目の「（本件増資）」を「（本件増資、前提事実（４）イ）」に改め

る。 

オ 原判決３９頁１行目の「（本件ｂ設立）」を「（本件ｂ設立。前提事実（４）キ）」に改

める。 

（７）原判決３９頁２行目の「（イ）」を「ｂ」に改め、同頁４行目から同頁１０行目までの次の

各点を次のとおり補正する。 

ア 原判決３９頁４行目の「となった」の次に「（前提事実（４）ウ）」を加える。 

イ 原判決３９頁８行目の「（本件買収）」を「（本件買収。前提事実（４）エ）」に改める。 

ウ 原判決３９頁９行目の「（本体Ｗ買収）」を「（本件Ｗ買収。前提事実（４）オ）」に改

める。 

エ 原判決３９頁１０行目の「（本件Ｚ買収）」を「（本件Ｚ買収。前提事実（４）カ）」に
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改める。 

（８）原判決３９頁１６行目の「（ウ）」を「ｃ」に改め、同頁２１行目から同４０頁３行目まで

の次の各点を次のとおり補正する。 

ア 原判決３９頁２１行目の「（前提事実（５）ウ）」を「（前提事実（２）エ・ケ、同

（５）ウ）」に改める。 

イ 原判決３９頁２６行目の「（前提事実（５）エ）」を「（前提事実（２）エ、同（５）

エ）」に改める。 

ウ 原判決４０頁２行目の「合計約９億５８７５万ユーロであり、Ｑ」を「合計約９億７

１０８万ユーロである。これは、乙陳述書等で説明されているＱ」に改める。 

エ 原判決４０頁３行目の「借入金債務」の次に「（約３１億ユーロ）」を加える 

（９）原判決４０頁５行目の「（エ）」を「ｄ」に、同頁６行目の「（本件合併）」を「（本件合併。

前提事実（４）ク）」に、同頁１１行目の「となった。（前提事実（７））」を「となった（前

提事実（７））。」にそれぞれ改める。 

（10）原判決４０頁１２行目の「（オ）」を「ｅ」に、同頁１３行目の「（本件ｂ合併）」を「（本

件ｂ合併。前提事実（４）ケ）」にそれぞれ改める。 

（11）原判決４０頁１４行目の「イ」を「（イ）」に、同頁１５行目の「（ア）」を「ａ」にそれぞ

れ改め、同頁１６行目から同４１頁１行目までの次の各点を次のとおり補正する。 

ア 原判決４０頁１６行目の「原告を設立し」を「被控訴人が設立され」に改める。 

イ 原判決４０頁１７・１８行目の「本件各日本法人を全て原告の完全子会社とすること

で」を「被控訴人が本件各日本法人を完全子会社とすることで」に改める。 

ウ 原判決４０頁２５行目の「Ｂを」を「Ｂが」に改める。 

エ 原判決４０頁２６行目の「設立した」を「設立された」に改める。 

オ 原判決４１頁１行目の「日本法人」を「日本の関連会社」に改める。 

（12）原判決４１頁４行目の「（イ）」を「ｂ」に、同頁９行目の「合計約９億５８７５万ユー

ロ」を「合計約９億７１０８万ユーロ」にそれぞれ改める。 

（13）原判決４１頁１２行目の「（ウ）」を「ｃ」に、同頁２１行目の「（エ）」を「ｄ」にそれぞ

れ改め、同頁２２行目から同頁２５行目までの次の各点を次のとおり補正する。 

ア 原判決４１頁２２行目の「原告を合同会社として設立したこと」を「被控訴人が合同

会社として設立されたこと」に改める。 

イ 原判決４１頁２２・２３行目の「米国税制上のチェック・ボックス規則が適用され、」

を「米国税制上のチェック・ザ・ボックス規則による」に改める。 

ウ 原判決４１頁２４行目の「また」の次に「、被控訴人が合同会社とされ、Ｂが唯一の

業務執行社員とされたこと等により」を加える。 

エ 原判決４１頁２５行目の「こととなった。（目的⑦及び目的⑧）」を「こととなった

（目的⑦及び目的⑧）。」に改め、同行目の末尾に改行して次のとおり加える。 

「（ウ）したがって、Ｃグループが策定した本件再編成等スキーム及びこれに基づいて実

行された本件組織再編取引等は、本件８つの目的を全て達成することができるものであ

ったといえる。」 

（14）原判決４１頁２６行目冒頭から同４２頁６行目末尾までを次のとおり改める。 

「エ 以上によれば、本件組織再編取引等の前において、Ｃグループは、本件８つの目的



10 

のいずれに関しても、これを裏付ける客観的な事情が存在しており（前記イ）、また、

Ｃグループが策定した本件再編成等スキーム及びこれに基づいて実行された本件組織再

編取引等は、本件８つの目的を全て達成することができるものであった（前記ウ）とい

えることに照らすと、本件再編成等スキームを策定するに当たり本件８つの目的が設定

されており、これに基づく本件組織再編取引等は本件８つの目的を同時に達成すること

を企図したものである旨の乙陳述書等の説明部分は、信用することができる。 

これに対し、控訴人は、乙陳述書等の上記説明部分につき、そもそも乙が本件再編成

等スキームの策定等に関与した者ではなく、その説明に係る事実関係も客観的に明らか

であるとはいい難いこと等から、信用することができない旨を主張する。しかし、乙は

Ｃの税務部の一員としてＣグループによる日本での組織再編取引に係る議論に関与して

いた者であること（甲７６)、以上に説示したとおり、本件組織再編取引等の前におい

て、本件８つの目的の設定の理由となり得る諸事情が存在していたと認められることに

照らし、控訴人の上記主張は採用できない。 

オ 控訴人は、ｄ銀行欧州業務部（以下「欧州業務部」という。）作成のメモによれば、

Ｃが、本件資金決済を実行するに当たり、欧州業務部に対し、本件組織再編取引等の目

的につき、Ｄが毎期、税引前利益で４０百万ユーロを計上していることを踏まえ、今回

の取引の目的はＤの資本を約７５０百万ユーロ減少させ、約６００百万ユーロの債務超

過にさせ、税引前利益をわずか１２～１５百万ユーロにすることにあると説明していた

ことからすると、本件組織再編取引等とその一部である本件借入れには、租税回避目的

があったことが客観的に明らかである旨を主張し、これに沿う証拠（乙５１、８８～９

０）もある。 

この点、欧州業務部作成の欧州業務部メモ（乙５１〔３・４枚目〕）には、①控訴人

の上記主張に係るＣの説明内容と同旨の記載（以下「記載部分①」という。）があり、

更に、②Ｃの計画として、要旨「ＣがＤに７５０～８００百万ユーロを貸し付け、Ｄが

同日付けで配当としてＣに返金する。これにより、Ｄは、Ｃに対して、１５０百万ユー

ロの貸付ポジションではなく、６００～６５０百万ユーロの借入ポジションとなる。」

との記載（以下「記載部分②」という。）がある。 

しかし、前提事実、認定事実及び掲記の証拠によれば、Ｃグループが作成した本件再

編成等スキームに関する文書（乙１５）には、記載部分②と同様の金額が見られるもの

の（認定事実（５）エを参照）、Ｃグループが策定した本件再編成等スキーム（前提事

実（３）～（５））では、ＣのＤに対する貸付け及びＤからＣに対する配当の実施は予

定されていないこと、欧州業務部担当者は、Ｃグループの担当者からＣの上記計画につ

いての説明を受けるに当たり資金のフローチャート程度の資料しか受け取っておらず

（乙８８）、欧州業務部メモ（乙５１）の記載全体をみると、Ｃグループの８００百万

ユーロ相当の円の日中資金立替取引に関し、被控訴人以外に子会社５法人（フランス、

オランダ法人）も関与すること等の説明を受けたこともうかがわれること、欧州業務部

メモが本件再編成等スキームの策定（遅くとも平成２０年（２００８年）７月２３日頃。

認定事実（５）エ参照）の後である平成２０年（２００８年）１０月２２日に作成され

たものであったことに照らすと、記載部分②は、Ｃグループ担当者の欧州業務部担当者

に対する本件再編成等スキームの説明として不正確であり、欧州業務部担当者において
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上記説明のうちの一部を要約したものといわざるを得ない。そうすると、記載部分①に

ついても、同様に、欧州業務部担当者において、目的についての上記説明の一部を要約

したものである可能性が否定し難い。 

かえって、証拠（乙５１、９０）によれば、欧州業務部メモが添付されたｄ銀行渋谷

支社法人第一部法人第二課（以下「法人第二課」という。）作成の「Ｄ（株）親会社口

座 日中資金立替取引許容申請（都度）の件」と題する文書（乙５１〔１・２枚目〕）

には、「Ｃは、ＤとＣとの間に存在する中間持株会社を整理して資本関係を簡潔にする

目的、及び、グローバルの資金運用効率化の観点から、Ｄの資本を９００百万ユーロ減

資し、７５０百万ユーロの資金不足状況にして、同額７５０百万ユーロをＤに貸し付け

ることで（結果、資金移動はなし）、当社の税前利益を１２～１５百万ユーロまで減少

することを計画している」、「Ｄとしては上記取引をユーロ建てで行うと、為替差損経常

のリスクがあることから円での取引を希望し、かつ、親会社サイドは上記取引が１日で

行われることを希望しているため、全てのオペレーションが日本で行われることを希望

する」旨の記載が存在する。また、Ｄの取締役は、法人第二課担当者に対し、本件資金

決済の経緯・目的等として、資本関係を簡潔にするため、当社株式を数社間で売買する

ことで直接Ｃの子会社としたいなどと説明していたこと（乙９０）が認められる。これ

らの事情も併せ考慮すれば、Ｃグループ担当者は、欧州業務部担当者に対し、本件資金

決済の経緯・目的につき、Ｄの取締役の法人第二課担当者に対する説明と同様の内容を

説明したものの、欧州業務部の担当者において、本件８つの目的のうち特に目的⑤（日

本の関連会社の資本構成に負債を導入すること等）に着目し、その点をメモに残した可

能性が否定できない（これに対し、法人第二課の担当者は、欧州業務部メモのほか、Ｄ

の取締役の上記説明を踏まえ、目的②、目的④、目的⑥〔前半〕にも着目したことがう

かがわれる。）。そうすると、記載部分①は、特に目的⑤のみの観点から、Ｃグループ担

当者の説明の一部を要約したものである可能性が否定できない。また、以上に説示した

ところに照らせば、欧州業務部メモの記載内容及びこれからうかがわれるＣグループ担

当者の説明内容をもって、日本の関連会社の資本構成に負債を導入することの目的が、

税負担の減少のみであったと推認することもできない。 

以上を総合すれば、欧州業務部メモ（乙５１〔３枚目〕）の記載のみをもって、本件

組織再編取引等とその一部である本件借入れが租税回避目的で行われたとか、税負担の

減少のみを目的として行われたと断ずることはできない。控訴人の上記主張は採用でき

ない。」 

４ 争点（１）（法人税法１３２条１項の行為・計算要件及び不当性要件該当性）について 

（１）行為・計算要件について 

控訴人は、同族会社間等による複数の行為又は計算が積み重なることによって税負担減

少結果が生じている場合には、当該複数の行為又は計算を一体として「その法人の行為又

は計算」に該当すると解し得るとした上、本件一連の行為は、被控訴人を中心とするＣグ

ループ法人の行為として、それぞれ先行する行為を前提として積み重ねられた行為であり、

その結果、Ｄないし被控訴人の欠損金額が増加し、又は課税対象所得や法人税額が減少し

たのであるから、本件一連の行為が一体として税負担減少結果を生じさせたものとして

「その法人の行為又は計算」に当たり（主位的主張）、少なくとも本件一連の行為のうち本
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件設立を除く各行為が「その法人の行為又は計算」に当たる（予備的主張１）と主張する。 

しかし、法人税法１３２条１項に基づく同族会社等の行為又は計算の否認は、同族会社

等の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果とな

ると認められるものがあるときに、当該法人税の関係においてのみ、否認された上記行為

又は計算に代えて課税庁の適正と認めるところに従い課税を行うというものであるところ、

前提事実によれば、①被控訴人は、本件各事業年度において、Ｋに対して本件借入れに基

づき支払った本件利息の額を本件各事業年度における損金の額に算入し、所得金額が減少

した結果、法人税の負担が減少したこと（前提事実（７））、②これに対し、麻布税務署長

（処分行政庁）は、法人税法１３２条１項に基づき、本件利息をＫに対する寄附金に該当

するものとし又は本件借入れ及び本件利息をなかったものとして、本件各事業年度に係る

所得金額を計算し、本件各更正処分をしたこと（前提事実（８））に照らすと、麻布税務署

長（処分行政庁）は、法人税法１３２条１項に基づき本件借入れを否認し、否認された本

件借入れに代えてその適正と認めるところとして、被控訴人が本件各事業年度における損

金の額に算入した本件利息の額を本件各事業年度の所得金額に加算することとして、本件

各更正処分をしたものということができる。 

そうすると、本件各事業年度における被控訴人の法人税につき、これを容認した場合に

は法人税の負担を減少させる結果となる「その法人の行為又は計算」は、本件借入れであ

ると認められる。このことは、本件各更正処分等の根拠及び適法性に関する控訴人の主張

（原判決別紙９）に照らしても明らかである。 

これに対し、控訴人主張に係る本件一連の行為又はこのうち本件設立を除く各行為は、

以上に説示したところに照らし、本件借入れを除けば、これを容認したとしても、本件各

事業年度における被控訴人の法人税の負担を減少させる結果となるとは認められない。そ

うすると、本件借入れ以外の控訴人主張に係る上記各行為は、本件各更正処分の適法性を

検討するに当たり、法人税法１３２条１項に基づく同族会社等の行為計算の否認の対象と

なる「その法人の行為又は計算」に当たるとはいえない。 

したがって、控訴人の上記主張（主位的主張及び予備的主張１）は、その余の点を検討

するまでもなく、いずれも採用することができない。 

以上によれば、本件借入れにつき、法人税法１３２条１項の不当性要件該当性を検討す

ることになる（控訴人の予備的主張２）。 

（２）不当性要件の判断枠組みについて 

ア 法人税法１３２条１項は、少数の株主又は社員が支配する同族会社等においては法人

税の負担を不当に減少させるような行為又は計算が行われやすいことに鑑み、税負担の

公平を維持するため、同族会社等に係る法人税の負担を不当に減少させる結果となると

認められる行為又は計算が行われた場合に、これを正常な行為又は計算に引き直して法

人税の更正又は決定を行う権限を税務署長に認めたものである。このような同条の趣旨

及び目的からすれば、同族会社等の行為又は計算が同項にいう「これを容認した場合に

は法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」か否かは、専ら経済

的、実質的見地において当該行為又は計算が純粋経済人として不自然、不合理なものと

認められるか否か、すなわち経済的合理性を欠くか否かという客観的、合理的基準に従

って判断すべきものと解される（したがって、上記のような経済的合理性を欠く同族会
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社等の行為又は計算が、同族会社であるためにされた不自然、不合理な租税負担の不当

回避行為として、不当性要件に該当することになる。）。 

そして、同族会社が当該同族会社の株主等又はその関連会社からした金銭の無担保借入

れが不当性要件に該当するか否かについては、当該借入れの目的、金額、期間等の融資

条件、無担保としたことの理由等を踏まえた個別、具体的な事案に即した検討を要する

ものというべきである。特に、上記のような借入れが当該同族会社の属する企業集団の

再編等（以下「企業再編等」という。）の一環として行われた場合においては、組織再編

成を含む企業再編等は、その形態や方法が複雑かつ多様であるため、これを利用する巧

妙な租税回避行為が行われやすく、租税回避の手段として濫用されるおそれがあること

等に照らすと、①当該借入れを伴う企業再編等が、通常は想定されない企業再編等の手

順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出したりするなど、不自然なもので

あるかどうか、②税負担の減少以外にそのような借入れを伴う企業再編等を行うことの

合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情も考慮した上で、

当該借入れが経済的合理性を欠くか否かを判断すべきである。このことは、国際的な企

業集団の再編等の一環としてされた当該借入れについても同様である。 

イ これに対し、被控訴人は、法人税法１３２条１項の不当性要件につき、経済合理性基

準を踏まえて、法人税の負担が減少するという利益を除けば当該行為又は計算によって

得られる経済的利益がおよそないといえるか、あるいは、当該行為又は計算を行う必要

性を全く欠いているといえるかという観点から判断すべき旨を主張する。 

しかしながら、組織再編成を含む企業再編等は、その形態や方法が複雑かつ多様であり、

基本的には、いかなる必要性に基づいてどのような形態、方法で行うかにつき当該企業

集団の自律的判断に委ねられるものであるが、前記のとおりこれを利用する巧妙な租税

回避行為が行われやすく、租税回避の手段として濫用されるおそれがあること、企業再

編等の一環として行われる行為につき、何らかの事業目的等を作出し又は付加すること

も比較的容易であること等からすると、企業再編等の一環として行われた同族会社の行

為又は計算の不当性要件該当性を上記のような観点から判断することになれば、当該行

為又は計算を行う必要性のほとんどが租税回避目的であって、税負担の減少以外の経済

的利益がごく僅かである場合でも、経済的合理性があるとされかねない。このようなこ

とは、不当性要件の的確な判別を困難にするものとして、法人税法１３２条の趣旨及び

目的に反し、相当でもない。このようなこと等に鑑みると、企業再編等の一環として同

族会社が当該同族会社の株主等又はその関連会社からした金銭の無担保借入れが経済的

合理性を欠くか否かについては、被控訴人の主張するような観点から判断するのではな

く、上記ア①及び②の事情をも考慮して、総合的に判断するのが相当である。以上に反

する被控訴人の主張は採用できない。 

ウ 他方、控訴人は、上記ア②の事情（税負担の減少以外にそのような借入れを伴う企業

再編等を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか）に

つき、正当で合理的な事業自的等が具体的かつ客観的に示されなければならない旨を主

張する。 

しかし、そもそも何をもって事業目的等が具体的かつ客観的に示されたというのかが一

義的なものとはいい難い上、上記ア及びイで説示したところによれば、上記ア②の事情



14 

は、企業再編等の一環として同族会社が当該同族会社の株主等又はその関連会社からし

た金銭の無担保借入れが経済的合理性を欠くか否かを判断する際の考慮事情の一つにす

ぎず、それ自体が評価的要素を含んでいると解され、例えば、当該同族会社が主張する

企業再編等を行うことの事業目的等が具体的かつ客観的でない場合には、これを行うこ

との「合理的な理由」となる事業目的等が存在するとはいえないと評価することも可能

であること等に照らすと、あえて上記ア②の事情を控訴人の主張するように限定する必

要はないし、そのような限定をすることが相当ともいえない。控訴人の上記主張は採用

できない。 

なお、控訴人は、本件における不当性要件の判断枠組みとして、経済的合理性を欠く場

合には、独立当事者間の通常の取引と異なっている場合なども含まれ得る旨主張する。

しかし、例えば、単なる金銭の借入れであれば、独立当事者間の通常の取引を想定する

こともできるが、当該借入れが企業再編等の一環として行われた場合には、企業再編等

自体が、その形態や方法が複雑かつ多様であり、基本的には、いかなる必要性に基づい

てどのような形態、方法で行うかにつき当該企業集団の自律的判断に委ねられるもので

あることからすると、独立当事者間の通常の取引に相当する企業再編等の形態、方法を

想定することは極めて困難である。そうすると、本件における不当性要件の判断枠組み

として、控訴人の上記主張のように解するのは相当でなく、控訴人の上記主張は採用で

きない。 

（３）当てはめについて 

ア 前提事実及び認定事実によれば、本件借入れは、被控訴人がＫから本件各日本法人の

株式の購入代金等に使用する目的で元金を８６６億６１３２万円とし、利息を平成２６

年（２０１４年）１０月２９日までは年６．８％、同日以降は年５．９％として無担保

で借り受けたものであり（前提事実（４）ウ）、本件８つの目的を達成するための本件再

編成等スキームに基づく本件組織再編取引等の一環として行われたものである。 

以下では、前記（２）の不当性要件の判断枠組みを踏まえて、（ア）①本件再編成等ス

キームに基づく本件組織再編取引等が、通常は想定されない企業再編等の手順や方法に

基づいたり、実態とは乖離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどう

か、②税負担の減少以外にこれを行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由

が存在するかどうか等の事情をみた上で、（イ）本件借入れの目的、金額、期間等の融資

条件、無担保としたことの理由等をも併せ考慮し、本件借入れが専ら経済的、実質的見

地において純粋経済人として不自然、不合理なものと認められるか否か、すなわち経済

的合理性を欠くか否かを検討する。 

イ 本件再編スキームに基づく本件組織再編取引等に関する事情 

（ア）前提事実及び認定事実によれば、本件再編成等スキームに基づく本件組織再編取引

等は、被控訴人が、①Ｉ（英国法人）の完全子会社であるＢ（オランダ法人）の完全子

会社として設立され（本件設立）、②Ｂから２９５億円の追加出資を受け（本件増資）、

③Ｋから８６６億６１３２万円を上記アで説示した融資条件で借り入れ（本件借入れ）、

④上記追加出資金と本件借入れの元金を原資として、本件各日本法人の全株式の取得、

すなわちＤ株式の取得（本件買収）、本件Ｗ株式の取得（本件Ｗ買収）、Ｚ株式の取得

（本件Ｚ買収）をする（これらに伴う本件財務関連取引により、本件買収及び本件Ｗ買
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収の代金に相当する金員が各売主からオランダ法人であるＱ又はＵに貸し付けられ、Ｌ

又はＫに対する債務の返済に充てられる。）、その後、被控訴人が、⑤Ｄを吸収合併し

（本件合併）、⑥被控訴人の完全子会社であるｂがＥ及びＷを吸収合併する（本件ｂ合

併）というものである。そして、このような本件再編成等スキームは、大要、㋐日本の

関連会社の経営の合理化として、ⓐ日本の関連会社の資本関係及びこれに対する事業遂

行上の指揮監督関係を整理し、法人数を減らすという目的（目的②、目的③及び目的⑥

〔前半〕）、ⓑ米国税制上の対応や柔軟かつ機動的な事業運営の観点から、日本の関連会

社を合同会社とし、当時検討されていた日本における音楽会社の買収に備えるという目

的（目的⑦及び目的⑧）、㋑Ｍ部門のオランダ法人の負債軽減及び㋒日本の関連会社の

財務の合理化として、ⓒ日本の関連会社の円余剰資金やＸの余剰資金を解消し、Ｃによ

る為替リスクのヘッジを不要とするとともに、日本の関連会社の資本構成に負債を導入

し、Ｍ部門のオランダ法人の負債を軽減するための資金を調達するという目的（目的①、

目的④、目的⑤、目的⑥〔後半〕）から成る本件８つの目的を目的とするものである。 

（イ）まず、本件再編成等スキームに基づく本件組織再編取引等は、ⓐ日本の関連会社の

資本関係及びこれに対する事業遂行上の指揮監督関係を整理し、法人数を減らすという

目的（目的②、目的③及び目的⑥〔前半〕）の観点からみると、次の事情に照らし、不

自然なものとはいえず、税負担の減少以外にこれを行うことの合理的な理由となる事業

目的その他の事由が存在するということができる。 

ａ Ｃグループは、平成１２年（２０００年）以降、次々に企業買収を繰り返し、その

結果、Ｍ部門の子会社数が増加し、グループ内の資本関係も複雑化したことから、１

つの国に１つの持株会社（統括会社）を設置し、その傘下に事業会社等を所属させ、

法人数を減らすとともに、各国の会社に適切なレベルの負債を配分する（各国のグル

ープ内で資本と負債のバランスを適正にする）との基本方針の下で、法人数を減らす

とともに資本関係を整理するための組織再編を行ってきた（認定事実（５）ア）。 

そして、Ｍ部門の本件各日本法人については、遅くとも平成１９年（２００７年）

９月までに、ＤがＨ（オランダ法人）の完全子会社であり、ＷがＶ（オランダ法人）

の完全子会社であり、ＺがＹ（英国法人）の完全子会社（Ｉの間接的な完全子会社）

であったため、それぞれ異なる親会社と資本関係を有し、日本という１つの国にＥと

Ｗという２つの音楽出版会社が存在する状態となった（認定事実（５）ウ）が、本件

各日本法人に対する事業遂行上の指揮監督は、ａ（Ｍ部門において、北米及び南米を

除く地域における音楽事業の業務管理を統括する英国法人）が行っていた（認定事実

（１）オ）。 

ｂ 一般に、世界における地域経済圏の存在を踏まえて、地域ごとの海外拠点を統括す

る統括会社を設置することは、当該地域経済圏におけるグループ企業（企業集団）の

商流の一本化や間接部門（経理、人事、システム、事業管理等）の合理化を通じて、

グループ傘下の企業収益の向上に寄与するものとされている（甲７１）。また、資本

関係は親会社が子会社に対して事業遂行上の指揮監督を及ぼす根拠となるものである

から、企業集団における親子会社間の重層的な資本関係が簡素化されれば、重要な意

思決定に係る手続の短縮などのメリットがあるといえ、あえて複雑な資本関係のまま

とする経済的理由は通常考え難い。同種の事業を行う複数の会社を統合して１つの会
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社とすることや、企業集団における資本関係と事業遂行上の指揮監督関係との間にそ

ごがみられる場合にこれらを一致させることも、経営の効率化や管理コストの低減の

観点から、その必要性、合理性を認めることができる（なお、ＥとＷのような音楽出

版会社については、音楽著作物の著作権を扱っているため、著作権の一元的な管理と

いう観点からも、複数の音楽出版会社を統合する必要性は高いといえる。）。 

ｃ 以上のほか、後記（エ）のとおりの一般的なデッド・プッシュ・ダウンの理解やＭ

部門のオランダ法人の負債を軽減するための資金の調達の必要性等をも併せ考慮すれ

ば、本件再編成等スキームにおいて、被控訴人が英国法人の完全子会社であるＢの完

全子会社として設立され、出資金や借入金を原資として本件各日本法人の親会社（特

に、ＤとＷのそれは、オランダ法人である。）から本件各日本法人の株式を取得し、

本件各日本法人をその傘下の事業会社とすることや、被控訴人がＤを吸収合併し、被

控訴人の完全子会社であるｂがＥ及びＷを吸収合併することは、一般に想定される企

業再編等の手順や方法に基づくものといえ、控訴人指摘に係る事情（被控訴人が、本

件合併前は事業活動を行っておらず、その設立からわずか３か月程度で本件合併を行

ったこと（前提事実（４）ク）、本件合併前のＤと本件合併後の被控訴人とでその経

営組織、事業内容及び従業員数等に大きな変更はないこと（認定事実（６）参照）、

被控訴人が、取得したＤ株式を本件合併後に抱合い株式消滅損失として消却処理した

こと（前提事実（４）ク（ウ））等）をもって実態と乖離した形式を作出するものと

は断じ難く、不自然なものとはいえない。 

また、以上の諸点に鑑みれば、日本の関連会社の資本関係及びこれに対する事業遂

行上の指揮監督関係を整理し、法人数を減らすという目的（目的②、目的③及び自的

⑥〔前半〕）は、本件再編成等スキームにつき、税負担の減少以外にこれを行うこと

の合理的な理由となる事業目的その他の事由に当たるということができる。 

ｄ そして、本件再編成等スキームに基づく本件組織再編取引等が、日本の関連会社に

係る資本関係の整理という観点からみて、Ｍ部門の日本における統括会社である被控

訴人（ひいては、その完全子会社になった後、被控訴人に吸収合併されることになる

Ｄ）に税負担の減少以外の経済的利益をもたらすものであったことは、後記（ウ）ｄ

で説示するとおりである。 

（ウ）次に、本件再編成等スキームに基づく本件組織再編取引等は、ⓑ米国税制上の対応

や柔軟かつ機動的な事業運営の観点から、日本の関連会社を合同会社とし、当時検討さ

れていた日本における音楽会社の買収に備えるという目的（目的⑦及び目的⑧）の観点

からみると、次の事情に照らし、不自然なものとはいえず、税負担の減少以外にこれを

行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するということができる。 

ａ 平成１９年９月頃までにＣグループのＭ部門に属することとなった本件各日本法人

は、いずれも会社法上の株式会社であり（前提事実（１）ア、同（２）シ・卜）、米

国法人であるＭの被支配外国法人であるＱの子会社は、米国税制上チェック・ザ・ボ

ックス規則による構成員課税を選択することができなかった本件各日本法人を除き、

いずれも米国税制上構成員課税を選択したことにより、当該子会社間での売買や利息

の支払等はＱの所得とみなされていなかった（認定事実（８））。 

また、Ｄは、取締役会設置会社、監査役設置会社、会計監査人設置会社であった
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（前提事実（１）イ）。 

ｂ Ｍ部門の日本における統括会社の組織形態を合同会社とした場合には、Ｑの他の子

会社と同様、米国税制上チェック・ザ・ボックス規則により構成員課税を選択するこ

とができるようになり（認定事実（８））、Ｑの子会社間における売買や利息の支払等

について米国法人Ｍの課税対象所得に合算されないという税務上のメリットがあった。

また、合同会社は、会社法上、株主総会、取締役及び監査役等の設置義務がなく、社

員は、定款に別段の定めがある場合を除き、その過半数の決定をもって、会社の業務

を執行することができ（常務については、各社員が単独で行うことができる。）、業務

を執行する社員が会社を代表するなどとされているから、株式会社との対比において

より機動的な事業運営が可能となる。現に被控訴人は、本件設立に当たり、合同会社

とされ、その定款には、①被控訴人の業務は、業務を執行する社員が決定する、②被

控訴人の業務を執行する社員は、Ⓗとする旨が定められた（認定事実（５）オ）。そ

して、Ｃグループは、平成２４年（２０１２年）にｔの買収を行っている（認定事実

（１）エ）。 

ｃ 以上によれば、本件再編成等スキームにおいて、英国法人の完全子会社であるⒽの

完全子会社として設立された被控訴人が合同会社とされたことは、不自然なものでは

なく、日本の関連会社を合同会社とし、当時検討されていた日本における音楽会社の

買収に備えるという目的（目的⑦及び目的⑧）は、本件再編成等スキームにつき、税

負担の減少以外にこれを行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由に当た

るということができる。 

ｄ そして、前記（イ）で説示したところ及び上記ａ～ｃで説示したところに照らすと、

本件再編成等スキームに基づく本件組織再編取引等は、日本の関連会社の経営の合理

化という観点からみて、資本関係の簡素化のほか、経営の効率化や管理コストの低減

が期待できるものであって、また、Ｍを最上位とするＭ部門における米国税制上のメ

リットも認められるものであったから、Ｍ部門の日本における統括会社である被控訴

人（ひいては、その完全子会社になった後、被控訴人に吸収合併されることになる

Ｄ）に税負担の減少以外の経済的利益をもたらすものであったといえる。 

（エ）さらに、本件再編成等スキームに基づく本件組織再編取引等は、ⓒ日本の関連会社

の円余剰資金やＸの余剰資金を解消し、Ｃによる為替リスクのヘッジを不要とするとも

に、日本の関連会社の資本構成に負債を導入し、Ｍ部門のオランダ法人の負債を軽減す

るための資金を調達するという目的（目的①、目的④、目的⑤、目的⑥〔後半〕）の観

点からみても、次の事情に照らし、不自然なものとはいえず、税負担の減少以外にこれ

を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するということができる。 

ａ Ｍ部門のオランダ法人であるＱ及びＵは、企業買収等のための資金の借入れにより

多額の負債を抱え、平成１９年（２００７年）において、Ｌ又はＫに対する負債が約

３１億ユーロに上り、支払利息が営業利益を上回っている状況であった（認定事実

（５）ウ）。これに対し、Ｄは、平成１８年１２月期から平成２０年１２月期までの

営業利益が約７４～１１１億円と多額であるが、支払利息は約１１０～４６０万円と

極めて少ない状況にあり、平成２０年８月３１日時点におけるＤ株式の評価額の総額

は１１４４億１９００万円と算定されていた（認定事実（３）ア、同（５）カ）。 



18 

ｂ ＣグループのＣＭＳ（資金集中管理制度）においては、Ｌ及びＫがその統括会社と

されているところ、外部の金融機関からの借入れ等の金融取引はＣが一括して実行す

るものとされ、このように調達された資金をＬ又はＫを通じてＣグループ法人に貸し

付けるものとされていた（認定事実（２）ア）。このことからすると、Ｌ又はＫから

貸付けを受ける各法人の財務状況は、外部の金融機関から借入れを行うＣ（又はＣグ

ループ全体）の信用力に少なからず影響があるものと推認される。 

Ｃは、Ｌを通じて貸し付けられた①Ｄの余剰資金（約３６３億円）及び②Ｘの余剰

資金（約２億ポンド）を外部の金融機関に①円建て及び②ポンド建てで預金していた

ところ、ヘッジポリシー（為替レートの変動により、連結貸借対照表に計上する外貨

建ての金融資産の価値が目減りし、又は外貨建ての負債が増加するという貸借対照表

リスクをヘッジするための為替ヘッジを行うポリシー）を有していたことから、①本

件ユーロ・円通貨スワップ取引及び②本件ポンド・ユーロ通貲スワップ取引を行って

いた。 

Ｃは、通貨スワップ取引の仕組み上、本件ユーロ・円通貨スワップ取引につき、円

とユーロの金利差に基づく手数料（年間約８００万ユーロ）を上記金融機関に対して

支払うべきこととなっており（したがって、ユーロの高い金利により得られる利益を

享受することができなかった。）、本件ポンド・ユーロ通貨スワップ取引についても、

将来、ユーロの金利が上昇するなどして両通貨の金利差が生じた場合には、上記のよ

うな手数料負担が生じる可能性があった（以上につき、認定事実（２）エ・カ）。 

ｃ 本件財務関連取引は、ＣグループのＣＭＳに基づき、①本件増資、本件借入れ、本

件買収、本件Ｗ買収及び本件Ｚ買収に関する資金決済に加え、②グループ法人間の貸

借等に関する資金決済を併せて実施するものであったところ（認定事実（５）ケ③）、

上記②のグループ法人間の貸借等の実体が存在しなかったというベき的確な証拠はな

い。そして、本件財務関連取引は、これが行われた時期（平成２０年１０月）及びこ

れに対するｄ銀行の検討内容（乙５１、８８～９１）等に照らすと、ｄ銀行とＣグル

ープのいずれにとってもリスク（貸倒リスク・信用リスク）が発生しないよう配慮さ

れたものであったといえる。 

ｄ 一般に、企業グループ（企業集団）において借入金の返済に係る経済的負担を資本

関係の下流にある子会社に負担させる場合（いわゆるデット・プッシュ・ダウン）に

おいて、その経済的負担をグループ内のどの子会社に負わせるのかについては、財務

上の観点からは、規模が大きく多額の利益を計上している事業会社に対してより多く

の債務を負担させることが合理的であるとされている（認定事実（７））。 

また、企業グループにおいて導入されるＣＭＳは、プーリングサービス（グループ

内の統括会社の銀行口座とグループ法人の銀行口座の間で、資金移動を自動的に行う

こと）、ネッティング（グループ法人間の支払を、銀行を通さず統括会社・グループ

法人間の貸借に付け替えて清算すること）等を行うことにより、財務・経理業務の合

理化やリスク管理の高度化を図るだけでなく、グループ法人間における資金余剰と資

金不足とを相殺してグループ全体の所要資金量を低減させる効果（所要資金量の低

減）や、グループ法人の余剰資金を集中させてより有利な資金運用を可能とする効果

（資金運用の合理化）を生じさせるものとされている（認定事実（２）イ）。 
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ｅ 以上に加え、前記（イ）のとおりの日本の関連会社の資本関係及びこれに対する事

業遂行上の指揮監督関係の整理の必要性等をも併せ考慮すれば、次の点を指摘するこ

とができる。 

（ａ）ＣＭＳを導入しているＣグループにおいて、支払利息が営業利益を超え、負債の

経済的負担が過度に重くなっているＭ部門のオランダ法人（Ｑ及びＵ）のＬ又はＫ

に対する負債を減少させるため、Ｍ部門の日本における統括会社として設立された

被控訴人が、本件各日本法人の親会社（特に、ＤとＷのそれは、オランダ法人であ

る。）から本件各日本法人の株式を買い取り、各売主がその代金に相当する金員を

オランダ法人であるＱ又はＵに貸し付け、Ｑ及びＵがＬ又はＫに対する上記負債

（債務）を返済することや、被控訴人が、上記の日本法人の買取資金を調逵するた

め、ＣグループのＣＭＳの統括会社であるＫから本件借入れを行うこと（多額の営

業利益を計上し支払利息が極めて少ない日本の関連会社が債務を負うこと）は、い

わゆるデット・プッシュ・ダウンとして、規模が大きく多額の利益を計上している

日本の関連会社に対してＭ部門における企業買収のために経済的負担が過度に重く

なっているオランダ法人の負債の一部を負担させ、ＣグループのＣＭＳにおいて外

部の金融機関からの借入れ等の金融取引を一括して行っていたＣの対外的な信用力

を高め、Ｃグループ全体の財務態勢の強化に資するものであるから、資金効率の最

大化を可能とするものとして、財務上の観点からみて、不自然とはいえず、その必

要性、合理性を認めることができる。 

なお、オランダ法人であるＱ及びＵがＬ又はＫに対する債務を返済しても、その

返済資金（本件買収又は本件Ｗ買収の代金）を貸し付けたＨ又はＶに対する債務は

残存することになるが、オランダ法人の子会社間の債務と、ＣグループのＣＭＳの

統括会社であるＬ又はＫに対する債務とでは、Ｑ及びＵの財務状況がＣ（又はＣグ

ループ全体）の対外的な信用力に及ぼす影響に差異があることは否定できないから、

これらのオランダ法人がＬ又はＫに対する借入金債務の約３割を返済したことによ

り、Ｃ（又はＣグループ）の信用力は相応に向上したものということができる。 

（ｂ）被控訴人がＤ及びＷを買収する資金を調達するための本件増資及び本件借入れに

つき、その原資としてＸ及びＤの余剰資金を活用することは、ＣグループのＣＭＳ

において外部の金融機関からの借入れ等の金融取引を一括して行っていたＣの本件

ユーロ・円通貨スワップ取引及び本件ポンド・ユーロ通貨スワップ取引を終了させ、

これらの取引に係る手数料の負担を免れ、資産管理のコストを軽減させるとともに、

円資金等に代えてユーロ資金を保有することができるようにするものである。また、

本件資金決済と併せて他のグループ法人間の貸借等に関する資金決済を同時に実施

すること（本件財務関連取引）は、貸倒リスクや信用リスクを回避し、これに要す

る費用を軽減させることができるものである（これらの資金決済に現実の資金の移

動を伴わない帳簿決済が含まれていることのみをもって、その実体がないとはいえ

ない。）。そうすると、いずれの点も、Ｃグループ全体の資金効率の最大化や財務リ

スクの最適化を可能とするものとして、財務上の観点からみて、不自然とはいえず、

その必要性、合理性を認めることができる。 

なお、被控訴人のＫに対する本件借入れに係る返済は円で支払われるため（前提
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事実（７））、本件組織再編取引等の後も、為替リスクのヘッジの必要性自体は残存

しているが、Ｃは、３００億円を超える余剰資金に係る通貨スワップ取引が解消さ

れたことで、円とユーロの金利差によって生じる年間約８００万ユーロの手数料等

を支払う必要がなくなった上、上記の円資金の代わりに、本件財務関連取引によっ

て得られたユーロ資金を保有することができることとなったのであるから（認定事

実（５）ケ③）、Ｃグループにおける資金調達のコストが軽減され、財務状況が改

善されたものということができる。 

（ｃ）以上によれば、日本の関連会社の円余剰資金やＸの余剰資金を解消し、Ｃによる

為替リスクのヘッジを不要とするとともに、日本の関連会社の資本構成に負債を導

入し、Ｍ部門のオランダ法人の負債を軽減するための資金を調達するという目的

（目的①、目的④、目的⑤、目的⑥〔後半〕）は、本件再編成等スキームにつき、

税負担の減少以外にこれを行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由に

当たるということができる。 

ｆ そして、上記ａ～ｅで説示したところによれば、本件再編成等スキームに基づく本

件組織再編取引等は、Ｍ部門のオランダ法人の負債軽減及び日本の関連会社の財務の

合理化という観点からみた場合、被控訴人に本件借入れに係る債務の負担及び利息の

支払といった経済的負担をもたらす面があることは否定できないが、他方で、前記ｅ

（ａ）・（ｂ）のとおり、これによってＣの対外的な信用力が高められ、資金調達のコ

ストが軽減されるなど、Ｃグループ全体の財務態勢が強化される結果、被控訴人は、

ＣグループのＣＭＳ（資金集中管理制度）に基づき、Ｃの信用力を利用して、個別に

資金調達をする場合と比べて大規模かつ円滑な資金調達を行い得ることになるのであ

り、被控訴人（ひいては、その完全子会社になった後、被控訴人に吸収合併されるこ

とになるＤ）にこのような税負担の減少以外の経済的利益をもたらすものであったと

いうことができる。 

（オ）このように、本件再編成等スキームに基づく本件組織再編取引等は、本件８つの目

的を㋐日本の関連会社の経営の合理化、㋑Ｍ部門のオランダ法人の負債軽減及び㋒日本

の関連会社の財務の合理化という観点から分けて検討してみても、不自然なものではな

く、税負担の減少以外にこれを行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が

存在するといえ、被控訴人（ひいては、その完全子会社になった後、被控訴人に吸収合

併されることになるＤ）に税負担の減少以外の経済的利益をもたらすものといえるので

あるから、本件８つの目的を同時に達成しようとしたものという観点からみれば、より

一層、不自然なものではなく、税負担の減少以外にこれを行うことの合理的な理由とな

る事業目的その他の事由が存在し、被控訴人（ひいては、その完全子会社になった後、

被控訴人に吸収合併されることになるＤ）に税負担の減少以外の経済的利益をもたらす

ものであるということができる。 

ウ 本件借入れに関する事情 

（ア）前提事実及び認定事実を踏まえて、本件借入れに関する事情を個別に検討すると、

次の点を指摘することができる。 

ａ 本件借入れの目的は、本件各日本法人の株式の購入代金及び関連費用にのみ使用す

ることとされている（前提事実（４）ウ（ア））。このことは、前記イで説示したとこ
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ろに照らし、本件再編成等スキームの一部を成すものとして、その必要性、合理性を

認めることができる。 

ｂ 本件借入れの金額（約８６６億円）は、Ｄ株式の買収（本件買収）及びＷ株式の買

収（本件Ｗ買収）に要する購入資金（前者が１１４４億１８００万円、後者が１４億

６９００万円）のうち、本件増資（２９５億円）では足りない分を賄うためのもので

ある。 

上記購入資金の大部分を占めるＤ株式の価格は、Ⓐ株式会社による株式価値算定分

析において平成２０年（２００８年）８月３１日時点におけるＤ株式の評価額の総額

が１１４４億１９００万円とされたことを踏まえたものであり（認定事実（５）カ）、

その価格が不当に高額であるとは認められない。 

したがって、本件借入れの上記金額は、上記ａの目的のために必要かつ相当な金額

であると認められる。 

ｃ 本件借入れの返済条件につき、①利息の利率は、借入れ後６年間は年６．８％、そ

れ以降は年５．９％とされ、②返済期限は、本件借入れの２０年後である令和１０年

（２０２８年）１０月２９日であるが、借入れ後１年までは３００億円の限度で借入

金の一部の返済が可能であり、借入れ後６年以降はいつでも借入金の全部又は一部の

返済ができるものとされている（前提事実（４）ウ（ア））。 

また、Ｄは、被控訴人に吸収合併される前の３事業年度において、営業利益を約７

４～１１１億円計上していたところ（認定事実（３）ア）、本件借入れにより生ずる

支払利息（年約４０億円）は、本件合併によりＤの事業を承継する被控訴人がその営

業利益によって賄うことができる範囲内のものとされた。また、２０年の返済期間は、

被控訴人の平成２０年度の税引き後利益の予想に基づく試算に基づいて決定された

（認定事実（５）カ）。現に被控訴人による本件借入れの利息の支払が困難になった

などの事情はうかがわれないこと（認定事実（３）イ）をも併せ考慮すれば、本件借

入れに当たり、元本の返済又は利息の支払が困難になるおそれがあったとは認められ

ない。 

以上によれば、本件借入れの融資条件は、被控訴人にとって不当に不利益となるも

のとは認められない。 

ｄ 被控訴人は、Ｋから本件借入れを行うに当たり、担保を提供していない。これは、

被控訴人が、本件設立後、Ｄに係る本件ＣＭＳ合意と同様の内容により、Ｃグループ

のＣＭＳに参加したこと（認定事実（２）オ）、本件借入れの目的が被控訴人におい

て平成２０年８月３１日当時において約１１４４億円の価値を有していたＤ株式を含

む本件各日本法人の株式を取得することとされていたこと（上記ａ）、本件借入れの

借入条件が本件合併によりＤを承継した被控訴人の営業利益によって返済可能な範囲

で定められたこと（上記ｃ）を踏まえたものであり、本件借入れが無担保で行われた

ことは、不自然ではなく、合理的な理由があるということができる。 

ｅ 被控訴人は、本件借入れにより貸借対照表上の純資産がマイナスで債務超過となっ

ている（認定事実（３）イ）が、被控訴人の資金調達は、専ら本件ＣＭＳ合意に基づ

きＣの信用力によって行われるから、本件借入れにより被控訴人の資金調達への影響

が生ずるおそれはなく、上記の財務状態であることから直ちに外部の金融機関に対す
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る信用力の低下や倒産リスクを生じることはないということができる。 

また、音楽事業の関係者や社会一般に対しては、本件合併前のＤと比べて事業内容

等が異なるものではないとの説明がされており（認定事実（６））、本件合併後の被控

訴人に対する社会的信用が従前と比べて損なわれたとの事情はうかがわれない。 

（イ）以上によれば、前記イで説示したところに加え、上記（ア）のとおり本件借入れに

関する事情を個別に検討したところに照らしてみても、本件借入れが専ら経済的、実質

的見地において純粋経済人として不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠く

ものであるというべき事情は見当たらない。 

エ 小括 

以上の諸点を総合すれば、本件再編成等スキームに基づく本件組織再編取引等は、不自

然なものではなく、税負担の減少以外にこれを行うことの合理的な理由となる事業目的

その他の事由が存在したと認められる。このことは、控訴人主張のように被控訴人とＤ

を経済的、実質的に一体のものとみて、本件組織再編取引等の前のＤの状況からその後

の被控訴人の状況への変化を捉えたとしても、異なるものではない。 

そして、以上に加え、本件借入れの目的、金額、期間等の融資条件、無担保としたこと

の理由等を個別に検討したところに照らしてみても、本件借入れが専ら経済的、実質的

見地において純粋経済人として不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くも

のであるというべき事情は見当たらない。 

そうすると、本件借入れは、同族会社であるためにされた不自然、不合理な租税負担の

不当回避行為とはいえず、法人税法１３２条１項にいう「法人税の負担を不当に減少さ

せる結果となると認められるもの」に当たらないと解するのが相当である。 

オ 控訴人の主張について 

（ア）控訴人は、次の諸点（以下、各項ごとに「控訴人の主張ａ」などと略称する。）に照

らすと、本件借入れは、極めて異常で変則的なものであり、これを行ったことにつき租

税回避以外に正当で合理的な事業目的等はなかったから、経済的合理性を欠く不当なも

のであったと認められる旨を主張する。 

ａ 本件一連の行為前のＤの資産・負債の状況と本件一連の行為後の被控訴人の資産・

負債の状況とを比較した結果、本件借入れの借入条件の内容等に照らすと、本件組織

再編取引等を行うスキームの中で、被控訴人には、実質的に資金需要がなかったにも

かかわらず、グループ内の組織再編により買収資金という見かけ上の資金需要が作出

された（本判決別紙２の１（２）ア・オ）。 

ｂ 本件組織再編取引等のキャッシュフローは、巨額の資金を被控訴人を含むグループ

内で還流させるだけのものであり、本件借入れのうち３００億円は、Ｄないし控訴人

がＣグループに貸し付けた余剰資金３００億円を回収して充てることができた（本判

決別紙２の１（２）ア・ウ、原判決別紙８の１（控訴人の主張の要旨）（４）ア

（ア）・（イ））。 

ｃ そもそも負債を導入されること自体には、税負担の減少以外には経済的な利益がな

い上、企業グループ内の取引として実行されるデット・プッシュ・ダウンは、当該グ

ループにとって新たな収益性が外部から流入するわけではなく、当該子法人としても、

グループ内の被買収企業としても、実質的な資金需要があるとはいえないことが多い
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から、当該子法人にとって借入れに係る負債の導入それ自体が経済的な犠牲を強いら

れるものでしかなく、このことは、Ｄから形式的にも実質的にも新たな資産を取得し

ていない被控訴人についても同様である。オランダ法人の負債軽減を図ること（目的

①）やＣグループの財務を合理化すること（目的④・⑤）は、Ｄないし被控訴人にと

って経済合理性があることとは直接結びつくものではないか、間接的ないし抽象的な

利益でＤないし被控訴人の犠牲を上回るものではない（本判決別紙２の１（２）イ・

ウ・オ、原判決別紙８の１（控訴人の主張の要旨）（６）ア・ウ）。 

ｄ 被控訴人の主張する日本の関連会社の経営の合理化に関する目的は（目的②・③・

⑥～⑧）は、極めて抽象的である上、本件一連の行為前後を通じて、本件各日本法人

ではＣの指揮・命令の下で機動的かつ合理的な事業活動が行われ、Ｄと被控訴人とで

事業実態に全く変更がないこと、重要な意思決定に係る手続の短縮等のメリットが生

じているか不明であること等に照らすと、Ｄないし被控訴人の組織再編自体が、事業

実態に変化をもたらさないように設計されたみせかけのものにすぎない。このような

ことからすれば、株式会社であるＤを合同会社に組織変更すれば足り、本件合併に先

立って本件買収をするのは�遠である（本判決別紙２の１（２）エ、原判決別紙８

の１（控訴人の主張の要旨）（４）イ・ウ・（６）イ）。 

ｅ 本件借入れは、その当時いわゆるペーパーカンパニーであった被控訴人が、無担保

で約８６６億円もの多額の融資を受けるものであり、本件資金決済が被控訴人のマネ

ジメン卜・コミッティーの意思決定の前に実行されていることからしても、同族会社

でなければ通常なし得ないものであった（原判決別紙８の１（控訴人の主張の要旨）

（４）ア（ウ）・（エ））。 

（イ）控訴人の主張ａについて 

同族会社が当該同族会社の株主等又はその関連会社からした金銭の無担保借入れが経

済的合理性を欠くか否かを判断するに当たっては、前記（２）アのとおり、個別、具体

的な事案に即した検討が必要であり、当該借入れの目的、金額、期間等の融資条件、無

担保としたことの理由及びその同族会社の置かれた状況その他の諸事情（特に、上記の

ような借入れが当該同族会社の属する企業集団の再編等の一環として行われた場合には、

前記（２）ア①及び②の事情を含む。）を総合的に考慮すべきであるから、仮にその同

族会社単体でみたときには当面の資金需要がなかったとしても、当該企業集団として、

企業集団全体の財務マネジメントその他の経営判断から、その同族会社において他の企

業を買収する資金を負担することが合理的に必要となるような場合には、その同族会社

にとっても合理的な資金需要になると考えられる。 

そもそもＣは、平成１２年（２０００年）以降、企業買収を繰り返して複数の音楽会

社グループを傘下に組み入れる一方、Ｍ部門の子会社数の増加やグループ内の資本関係

の複雑化に対応するため、１つの国に１つの持株会社（統括会社）を設置し、その傘下

に事業会社等を所属させ、法人数を減らすとともに、各国の会社に適切なレベルの負債

を配分する（各国のグループ内で資本と負債のバランスを適正にする）との基本方針の

下で、法人数を減らすとともに資本関係を整理するための組織再編を行っていた（認定

事実（５）ア）。そして、Ｍ部門に属することになった本件各日本法人は、それぞれ異

なる親会社と資本関係（オランダ法人又は英国法人）を有し（他方、事業遂行上の指揮
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監督は英国法人が行っていた。）、日本という１つの国にＥとＷという２つの音楽出版会

社が存在する状態となっており（認定事実（１）オ、同（５）ウ）、また、Ｍ部門のオ

ランダ法人であるＱ及びＵは、企業買収等のための資金の借入れにより多額の負債を抱

え、支払利息が営業利益を超え、負債の経済的負担が過度に重くなっていた（認定事実

（５）ウ）。 

このような状況の下で、日本の関連会社の資本関係及びこれに対する事業遂行上の指

揮監督関係を整理し、法人数を減らすという目的（目的②、目的③及び目的⑥〔前半〕）、

日本の関連会社の資本構成に負債を導入し、Ｍ部門のオランダ法人の負債を軽減するた

めの資金を調達するという目的（目的①、目的⑤）のため、被控訴人が、Ｍ部門の日本

における統括会社として、英国法人の完全子会社であるⒽの完全子会社として設立され、

出資金や借入金を原資として本件各日本法人の親会社（特に、ＤとＷのそれは、オラン

ダ法人である。）から本件各日本法人の株式を買い取り（これにより本件各日本法人を

その傘下の事業会社とした。）、各売主がその代金に相当する金員をオランダ法人である

Ｑ又はＵに貸し付け、Ｑ及びＵがＬ又はＫに対する上記負債（債務）を返済することと

し、更に被控訴人がＤを吸収合併し、被控訴人の完全子会社であるｂがＥ及びＷを吸収

合併することとしたことは、前記イ（イ）・（エ）で説示したとおりである。 

そうすると、本件再編成等スキームに係る本件８つの目的のうち、前掲各目的は、上

記のようなＣグループの実情に即したものであり、グループ全体の財務マネジメントや

その他の観点から、本件借入れが不合理とはいえないから、控訴人の主張ａで指摘され

た事情のみをもって、本件組織再編取引等を行うスキームの中で、被控訴人には、実質

的に資金需要がなかったにもかかわらず、グループ内の組織再編により買収資金という

見かけ上の資金需要が作出されたということはできない。 

したがって、控訴人の主張ａは採用することができない。 

（ウ）控訴人の主張ｂについて 

本件組織再編取引等のキャッシュフローに当たる本件財務関連取引が実体のないもの

といえないことは、前記イ（エ）で説示したとおりである。また、本件借入れの金額が

必要かつ相当な金額であったことは、前記ウ（ア）ｂで説示したとおりであり（なお、

控訴人指摘に係る余剰資金３００億円は、ＤがＬを介してＣに貸し付けたものであり

（認定事実（２）エ）、そもそも本件合併前に被控訴人が利用することができるもので

あったとはいえない。）、被控訴人が、本件借入れの前に３００億円の期限前返済を予定

し（認定事実（５）カ）、現に平成２１年３月３１日、本件借入れに係る元金のうち３

００億円を返済したこと（前提事実（７）ア）は、上記判断を妨げるものではない。 

したがって、控訴人の主張ｂは、採用することができない。 

（エ）控訴人の主張ｃについて 

本件再編成等スキームにおいて、被控訴人は、本件借入れに係る借入金（８６６億６

１３２万円）等を原資として本件各日本法人の親会社から本件各日本法人の株式を買い

取り、本件各日本法人をその傘下の事業会社とし、被控訴人がＤを吸収合併することが

予定されており、Ｄ株式が平成２０年８月３１日当時において約１１４４億円の価値を

有していたこと（前提事実（４））、資本金２００万円で設立された被控訴人は、Ｄを吸

収合併した後、Ｄと同程度の規模の営業利益を計上していること（認定事実（３））等
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に照らすと、被控訴人とＤがＭ部門に属することや被控訴人が取得したＤ株式を本件合

併後に抱合い株式消滅損失として消却処理したこと（前提事実（４）ク（ウ））等をも

って、本件合併によりＤを承継した被控訴人がＤから形式的にも実質的にも新たな資産

を取得していないとはいえない。 

そして、本件再編成等スキームに基づく本件組織再編取引等が、Ｍ部門のオランダ法

人の負債軽減及び日本の関連会社の財務の合理化という観点からみた場合、被控訴人に

本件借入れに係る債務の負担及び利息の支払といった経済的負担をもたらす面があるこ

とは否定できないが、なお被控訴人に税負担の減少以外の経済的利益をもたらすもので

あったといえることは、前記イ（エ）で説示したとおりである。 

したがって、控訴人の主張ｃは、採用することができない。 

（オ）控訴人の主張ｄについて 

本件８つの目的のうち、日本の関連会社の経営の合理化に関する目的（目的②・③・

⑥～⑧）が、極めて抽象的であるとか、本件再編成等スキームがみせかけのものにすぎ

ないといえないことは、前記イ（イ）～（エ）で説示したところに照らし、明らかであ

る。 

そして、仮に控訴人主張のように、被控訴人がＤ株式を取得した後に本件合併をする

のではなく、株式会社であるＤが他の本件各日本法人を買収して合同会社に組織変更し

た場合には、ＤがＨ（オランダ法人）の完全子会社であることから、オランダ法人の子

会社であった日本の関連法人を英国法人の資本下に置き、業務系統と資本系統の統一を

図るという目的（目的⑥〔前半〕）を達成することができないし、日本の関連会社の資

本構成に負債を導入し、Ｍ部門のオランダ法人の負債を軽減するための資金を調達する

という目的（目的①、目的⑤）も達成することができなくなる。 

また、仮に被控訴人が本件買収を経ずにＤを吸収合併した場合には、Ｄの完全親会社

であったＨに対して被控訴人の持分の割当て又は金銭等の交付をすることが必要となる

のであるから（会社法７５１条１項２号～４号参照）、被控訴人がＨに対して本件買収

（Ｄ株式の買取り）をした上でＤを吸収合併することが直ちに�遠であるとはいえな

い。 

したがって、控訴人の主張ｄは、採用することができない。 

（カ）控訴人の主張ｅについて 

控訴人の指摘に係る被控訴人の意思決定の点については、認定事実によれば、被控訴

人は、平成２０年１０月２８日当時、その業務執行社員であったＢ（職務執行者はⒽ）

が、遅くとも同日までに、本件増資、本件借入れ及び本件各日本法人の株式取得を承認

していたところ（認定事実（５）カ）、同月２９日、被控訴人にマネジメント・コミッ

ティーを置く旨の業務執行規程を採択し、マネジメント・コミッティーにおいて本件増

資、本件借入れ及び本件各日本法人の株式取得の実施を決議したものである（認定事実

（５）ク）。そうすると、同月２９日における被控訴人のマネジメント・コミッティー

の上記各決議の前に本件資金決済が開始されていたとしても（前提事実（６））、被控訴

人の意思決定前にその実行がされたということはできない。 

また、その余の点については、本件借入れが本件再編成等スキームに基づく本件組織

再編取引等の一環として行われた以上、これがＣグループであることを前提に行われた
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ことは否定し難いが、このような事情を踏まえ、本件借入れの目的、金額、期間等の融

資条件、無担保としたことの理由等を個別に検討しても、本件借入れが同族会社である

ためにされた不自然、不合理な租税負担の不当回避行為であるといえないことは、前記

イ～エで説示したとおりである。 

したがって、控訴人の主張ｅは、採用することができない。 

（キ）よって、控訴人の主張は、いずれも採用することができない。 

（４）結論 

以上によれば、被控訴人による本件借入れが法人税法１３２条１項の不当性要件に該当

するとは認められない。 

したがって、被控訴人による本件借入れが法人税法１３２条１項の不当性要件に該当す

ることを前提としてされた本件各更正処分等は、いずれも違法である。 

５ よって、被控訴人の請求はいずれも理由があり、これと同旨の原判決は相当であって、本件

控訴は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 

東京高等裁判所第５民事部 

裁判長裁判官 秋吉 仁美 

裁判官 林 史高 

裁判官篠原絵理は、転補のため、署名押印できない。 

裁判長裁判官 秋吉 仁美 
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（別紙１） 

代理人等目録 

１ 控訴人指定代理人 

早田 祐介、田口 敏也、松隈 日出海、横田 美代子、髙橋 紀子、小澤 信彦、伊藤 芳樹、

細田 千草、武内 大介、吉川 幸伸 

２ 被控訴人訴訟代理人弁護士 

中野 憲一、仲谷 栄一郎、田中 良、川添 文彬、平川 雄士、鳥羽 衞、遠藤 努、 

石原 和史、小川 浩賢 

３ 被控訴人補佐人税理士 

川上 英樹 

以上 
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（別紙２） 

当審における当事者の補充主張 

１ 控訴人の主張 

（１）法人税法１３２条１項の不当性要件については、原判決も説示する経済合理性基準（「専

ら経済的、実質的見地において、当該行為又は計算が純粋経済人として不自然、不合理なも

のと認められるか否か、すなわち経済的合理性を欠くか否かという客観的、合理的基準」を

いう。以下同じ）を踏まえ、①同族会社の具体的な行為・計算が異常ないし変則的であると

いえるか否か、②その行為・計算を行ったことにつき租税回避以外に正当で合理的な理由な

いし事業目的（以下「事業目的等」という。）があったと認められるか否か（その事業目的

等が当該同族会社自身に経済的利益をもたらすものであることが客観的、具体的に示されて

いることを前提に、行為・計算の異常性の程度との関係や税負担の減少の目的との主従関係

等を考慮して、租税回避以外の事業目的等が正当なものといえるか否か）によって判断すべ

きである。そして、このような判断枠組みは、国際的企業グループ内の取引、特に多数のグ

ループ内企業が介在する組織再編に関連する複雑な取引において、複数の事業目的等が設定

されている場合であっても、異なるところはない。 

以上と異なる解釈を述べる原判決には誤りがある。 

（２）上記（１）の解釈を前提として本件についてみると、次のア～オの事情に照らせば、本件

組織再編取引等及びその一部である本件借入れは、①極めて異常で変則的なものであり、②

これを行ったことにつき租税回避以外に正当で合理的な理由ないし事業目的はなかったから、

経済的合理性を欠く「不当」なものであったと認められる。したがって、法人税法１３２条

１項の不当性要件該当性が認められる。 

ア 本件借入れは、本件組織再編取引等を行うスキームの中で、日本国内で音楽事業を行

うＣグループ法人である被控訴人においては、実質的に資金需要がなかったにもかかわ

らず、グループ内の組織再編により買収資金という見かけ上の資金需要を作出する、す

なわち被控訴人において意味のない本件買収、本件合併を行うというだけでそのために

巨額の借入（本件借入れ）を発生させたものである。このことは、日本国内で音楽事業

を行うＣグループ法人であったＤは、平成１８年１２月期に約７４億円、平成１９年１

２月期に約７５億円の営業利益を計上し、実質的に固定的な負債も有しておらず、実質

的に約８６６億円もの借入れをする資金需要がなかったにもかかわらず、本件一連の行

為後にＤと入れ替わった被控訴人は、本件借入れによって固定的な負債約８６６億円が

新たに生じる一方、本件合併の結果、その取得に係るＤ株式が消却処理されて消滅した

ため、実質的、経済的に何ら得るものもなく、財務上約５４５億円の債務超過となり、

本件借入れに基づく本件利息の発生により年間数十億円の利益が減少することが見込ま

れることになったこと、借入条件としても、Ｄ株式の購入代金等に充てなければならな

いという制限が課せられたことから明らかである。そして、利息を負担すること自体も、

税負担の減少を除けば、単に営業利益を失うことでしかなく、被控訴人にとって経済的

不利益である。 

また、本件組織再編取引等のキャッシュフローは、巨額の資金を被控訴人を含むグルー

プ内で還流させるだけのものであり、ｄ銀行渋谷明治通店から外部への資金の流れが一
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切ないし、本件借入れのうち３００億円は、Ｄないし被控訴人がＣグループに貸し付け

た余剰資金３００億円を回収することなく（その回収が可能であったことは、被控訴人

が、平成２１年３月３１日、Ｌから３０７億８０００万円の返済を受け、これを原資に

本件借入れの元本のうち３００億円を返済期限前の繰上返済をしたことから裏付けられ

る。）、新たに借り入れたものである。 

以上の事情に照らすと、本件組織再編取引等に係る本件借入れは、資金需要の側面から

も、資金の流れの側面からも、資金調達の方法の側面からも、通常であれば行われるこ

とがない、極めて異常で変則的なものというべきである。 

イ 被控訴人の主張する日本の関連法人の資本構成に負債を導入するなどの目的（目的

⑤）は、それ自体が日本の関連会社の資本構成に負債を導入するものであり、必然的に

その負債に係る利息を支払うこととなって被控訴人の税負担を減少させることになるも

のであり、ｄ銀行パリ支店作成の欧州業務部メモ（乙５１［３枚目］）の記載内容等から

しても、本件組織再編取引等とその一部である本件借入れには、租税回避目的があった

ことは客観的に明らかである。 

ウ 被控訴人の主張するオランダ関連会社の負債軽減に関する目的（目的①）及び日本の

関連会社の財務の合理化に関する目的（目的④・⑤）は、日本の関連会社に負債を導入

することを直接の目的としており、租税回避目的のほかには、被控訴人に経済的な犠牲

を強いるものでしかなく、正当で合理的な事業目的等となるための前提を欠いており

（税負担の減少の目的と直結した不可分一体のものである。）、本件にみられる行為の極

めて高い異常性・変則性を正当化し得るものではない。このことは、次の事情に照らし

て明らかである。㋐そもそも負債を導入されること自体には、税負担の減少以外には経

済的な利益がなく、ただ経済的な犠牲を強いられるだけのものでしかないところ、企業

グループ内の取引として実行されるデット・プッシュ・ダウンは、当該グループにとっ

て新たな収益性が外部から流入するわけではなく、当該子法人としても、グループ内の

被買収企業としても、実質的な資金需要があるとはいえないことが多いから、当該子法

人にとって借入れに係る負債の導入それ自体が経済的な犠牲を強いられるものでしかな

い。㋑Ｃが為替リスクのヘッジを行うポリシーを有し、実際に為替リスクのヘッジのた

めに通貨スワップ取引をしていたと認める客観的証拠はなく、当該為替リスクのヘッジ

に係るコストが本件組織再編取引等によって軽減されることとなる根拠も説明できてい

ない。また、Ｃが、資金需要のない日本の関連会社である被控訴人に約８６６億円を貸

し付け、これを原資の一部として本件買収に係る対価を支払わせた上、３００億円の期

限前返済をさせることで、Ｄないし被控訴人が有していた「余剰資金」３００億円を根

こそぎ回収し、親会社として得られるリターンを上回るリターンを獲得し、反面、子会

社である被控訴人は、本来は支払う必要のない上記リターンの支払をし、しかも約５６

６億円の借入金を負わされることで、多大な経済的犠牲を強いられている。 

エ 被控訴人の主張する日本の関連会社の経営の合理化に関する目的（目的②・③・⑥～

⑧）は、極めて抽象的であり、見せかけの資金需要を作出するという異常で変則的な行

為をする必要があったなどと認められず、Ｄないし被椌訴人の組織再編自体が、事業実

態に変化をもたらさないように設計されたみせかけのものというべきであり、極めて高

い本件借入れの異常性・変則性を正当化し得るものではなく、これが主たる目的であっ
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たともいえない。このことは、次の点から明らかである。㋐Ｃグループでは、完全親会

社であるＣの指揮・命令の下で本件組織再編取引等の前から機動的かつ合理的な事業活

動が行われており、本件組織再編取引においては、被控訴人がＤの全ての事業と従業員、

役員を引き継ぎ、その内部の事業部の部署名も多くが引き継がれるなど、その事業実態

に全く変更がなく、経営の合理化を図ろうとする実態はなかったから、事業実態の変更

を伴わない資本関係の整理にとどまっていた。㋑本件一連の行為の結果として、重要な

意思決定に係る手続の短縮等のメリットが生じているかは明らかでなく、経営の効率化

や管理コストの低減の観点から、経済的合理性を有するとはいえないし、米国税制上の

メリットは、日本国内で音楽事業を行うＤ及び被控訴人とは関係のないものであってど

のようなメリットがあるか明らかでない。 

オ 被控訴人がＤ株式を取得し、本件合併によってＤの資産や事業を取得したことについ

ては、被控訴人が取得したＤ株式が結局消却処理されており、形式的にも実質的にも新

たな資産を取得したわけでなかった点を看過すべきでない。また、Ｄ株式の買収価格が

正常であったとしても、本件組織再編取引等によってＣグループの日本における事業会

社がＤから被控訴人に入れ替わるだけである点からすれば、Ｄ株式の買収価格分だけ実

体のない資金需要が作出されたものにすぎず、Ｄ株式の買収価格が正常であったことを

もって、本件借入れや本件組織再編取引等が日本法人であるＤないし被控訴人に経済的

な犠牲を強いるだけのものであったことを否定することはできない。 

２ 被控訴人の主張 

（１）法人税法１３２条１項の不当性要件については、納税者の経営判断の当否に課税庁の独自

の視点で過度に踏み込んで判断してはならず、経済合理性基準を踏まえて、法人税の負担が

減少するという利益を除けば当該行為又は計算によって得られる経済的利益がおよそないと

いえるか、あるいは、当該行為又は計算を行う必要性を全く欠いているといえるかという観

点から判断すべきである。控訴人の主張する不当性要件の判断枠組みに関する解釈は、独自

の見解であり、失当である。 

（２）次の点に照らすと、本件借入れを含む本件組織再編取引等の本件８つの目的は合理的で手

段も相当であり、本件借入れが被控訴人にとって経済的合理性を有することは明らかである。 

ア 本件借入れは、独立当事者間の経済条件で行われた取引であり、被控訴人が、本件借

入れによって得た資金を用いて、本件買収及び本件合併を行うことにより、Ｄの企業価

値の全体（１１４４億１８００万円相当）及びかかる企業価値から収益を生む力という

経済的価値が新たに被控訴人に流入している。本件借入れにより生ずる支払利息（年約

４０億円）は、Ｄの事業をそのまま承継する被控訴人が営業利益によって賄うことがで

きる範囲内のものであったし、被控訴人の貸借対照表上の純資産がマイナスで債務超過

の状態になっていることは、被控訴人の資金調達が専らＣＭＳに基づきＣの信用力によ

って行われることから、外部の金融機関に対する信用力の低下や倒産リスクを生じさせ

るものではない。 

また、本件組織再編取引等における資金の移動については、本件財務関連取引が私法上

有効に存在する取引であること（この点は控訴人も争っていない。）、決裁は個々の取引

の履行として行うものであること等からすると、個々の取引について各取引当事者にと

っての取引の必要性がおよそないとはいえず、個々の取引の履行（決済・支払）が集積
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した結果として資金がＣグループ内でのみ短時間で流れたとしても、異常ないし変則的

であるとはいえない。むしろ、リーマン・ブラザーズが破綻した平成２０年９月直後の

金融危機の最中において、ｄ銀行とＣグループのいずれにとっても貸倒リスク・信用リ

スクが発生しないように設計されたものであるから、Ｃグループが本件組織再編政引等

のためにｄ銀行の複数の口座を開設し、短時間に同口座内で資金を移動させることは、

何ら異常ないし変則的ではない。また、Ｃグループに余剰資金３００億円を貸し付けて

いたのはＤであるから、被控訴人がＤのＬへの貸付を回収し、自己の資金として本件買

収に使用することは不可能である。 

以上によれば、本件借入れは、被控訴人に経済的犠牲を強いるだけのものとはいえず、

異常で変則的であるとはいえない。 

イ 一般に、企業グループにおいて借入金の返済に係る経済的負担を資本関係の下流にあ

る子会社に負担させる場合において、その経済的負担をグループ内のどの子会社に負わ

せるかは、財務上の観点から、規模が大きく多額の利益を計上している事業会社に対し

てより多くの債務を負担させることが合理的であるとされており、財務上の観点から設

定された目的⑤は、それが結果的に税負担の減少を伴ったとしても、被控訴人の本件借

入れが租税回避目的で行われたことを推認させる事情にはならない。また、欧州業務部

メモ（乙５１〔３枚目〕）は、取引内容や資金の流れという本件組織再編取引等の核心部

分について、実際の取引内容や当時の組織再編計画の内容（乙１５）と異なる記載がさ

れていること、その作成者がＣの財務担当者との口頭のやり取りを元に作成したものに

すぎないこと等に照らし、信用性を欠いている。以上に加え、財務上の目的と税務上の

目的は別個であること等からすれば、欧州業務部メモの記載をもって、被控訴人に租税

回避目的があったとはいえない。 

ウ オランダ関連会社の負債軽減に関する目的（目的①）及び日本の関連会社の財務の合

理化に関する目的（目的④・⑤）は、Ｃグループ全体の財務体制を強化するものであり、

被控訴人にとっても上記の利益を確実に享受することができる点で、被控訴人に経済的

利益をもたらすものである。㋐本件借入れにより被控訴人が得た資金は、本件買収に使

用され、その後被控訴人は本件合併を行い、Ｄの資産負債の全体（Ｄの企業価値の全

体）を包括承継したのであるから、形式的にも実質的にも被控訴人に資金需要がなかっ

たとはいえないこと、そもそもデット・プッシュ・ダウンを用いて企業グループ外の企

業を被買収企業として買収する場合には正当で合理的な事業目的が認められることが多

いのであり（このことは控訴人も認めている。）、本件組織再編取引等は、被控訴人の観

点からすれば、デット・プッシュ・ダウンを用いてグループ外の企業を被買収企業とし

て買収する場合と比べて、買収ビークル単体の経済的利益の有無に何ら違いをもたらす

ものでないこと等に照らすと、経済的犠牲を強いられるだけとはいえない。㋑Ｃのヘッ

ジポリシー等については、乙陳述書（甲７６、９６）等の関係証拠によって認定できる

し、Ｃグループの為替リスクのヘッジに係るコストが本件組織再編取引等によって軽減

されることは、既に主張したとおりである（原判決別紙８（原告の主張の要旨）（４）エ

（原判決１１１～１１４頁）参照）。 

エ 日本の関連会社の経営の合理化に関する目的（目的②・③・⑥～⑧）については、資

本関係の簡素化、経営の効率化・管理コストの低減、著作権の一元的な管理、将来の企
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業買収等に備えた機動的な事業運営等の観点から合理性を有し、日本における統括会社

である被控訴人にとっても経済的利益をもたらすものである。そもそも組織再編等の行

為により事業上のメリットが生じるか否かは、本質的にその企業内部のその企業固有の

専門的かつ高度な経営上の問題であり、部外者の第三者が評価できる立場にないから、

納税者の経営判断を原則として尊重すべきである上、㋐Ｄと被控訴人が本件組織再編取

引等の前後で事業の実体に変化がないのは、被控訴人がＤと合併したためであること、

㋑合同会社が株式会社に比して運営費用や事務負担等、様々な点で有利なことは会社法

の規定から明らかであり、米国税制上のメリットに関する控訴人の主張はＣグループに

とっての合理性を否定するものではないこと等に照らすと、控訴人の主張（２）エの点

をもって、上記目的の合理性を否定することはできない。 

オ 被控訴人は、本件借入れにより資金を得て、これを本件買収に使用し、その後本件合

併を行い、Ｄの資産負債の全体（Ｄの企業価値の全体）を包括承継したのであるから、

Ｄ株式の消却処理により何らかの経済的価値の流入がなかったことにはならず、形式的

にも実質的にも被控訴人に資金需要があったといえる。 

以上 


